
小牧市教育委員会訓令第３号  

 

事  務  局   

学   校   

 

小牧市教育委員会事務決裁規程（昭和６０年小牧市教育委員会訓令第１

号）の一部を次のように改正する。  

 

  令和元年７月２５日  

 

 

小牧市教育委員会  

教育長  中  川  宣  芳      

 

      

 第３条第２項中「第５条第２項」を「第５条第１項に規定する管理指導

主事並びに同条第２項」に改める。  

 別表の２の表備考中「及び主幹」を「、主幹及び管理指導主事」に改め

る。  

   附  則  

 この訓令は、令和元年８月１日から施行する。  

 


